




北杜市子育て応援マイホーム計画書 提出書類確認チェックシート 

（計画書提出時に併せて提出をしてください。）         申請者名            

№ 
申請者 

チェック 

担当者 

チェック 
提出書類 備 考 

１ 

  
北杜市子育て応援マイホーム計画書 

（様式第１号） 
 

２ 

  

収支予算書（様式第２号） 

【支出】の合計額と【資金内訳】の合計

額が同じになるように記入。 

※補助金は北杜市のマイホーム補助金

以外の補助金のみを記入 

３ 

  
図面 

（位置図、配置図、各階平面図、立面図） 
 

４ 
  

工事請負契約書 又は 売買契約書の写し 提出日が契約日の１年以内であること 

５ 

  契約金額の内訳がわかるもの 

（見積書など） 
新築・建売のみ提出。 

６ 

  

建築に係る確認済証 又は 建築工事届の

提出が分かるものの写し 
 

７ 
  

戸籍謄本  

８ 
  

定住誓約書兼同意書（様式第３号） 世帯全員分の定住誓約と同意が必要 

９ 

  
下記補助金の申請の有無について 

 

・空き家バンク登録物件清掃費等補助金 

・地域おこし協力隊空き家改修事業補助金 

・マイホーム補助金 

 

 

有  ・  無 

有  ・  無 

有  ・  無 

10 
  

その他  





様式第１号（第６条関係） 

 

北杜市子育て応援マイホーム計画書 

 

年  月  日 

 

北杜市長      様 

 

                   申請者 郵便番号 

                       住 所 

                       氏名（自署） 

                       電話番号 

 

下記のとおり補助金交付に係る事前審査を受けたいので、北杜市子育て応援マイ

ホーム補助金交付要綱第６条の規定により、関係書類を添えて提出します。 

 

記 

 

１ 補助金交付申請額                 円 

２ 計画住宅の所在  北杜市                    

３ 計画住宅の種別 ※該当するものに○を付けてください。 

（ 新築 ・ 建売 ・ 中古） 

４ 計画住宅の用途 ※該当するものに○を付け、確認事項を記入してください。 

（ 専用住宅 ・ 併用住宅 ・ ２世帯住宅 ） 

確認事項記入 併用住宅 専用住宅以外の用途（         ） 

２世帯住宅 申請者との関係 （         ） 

その他  

 

 

 



５ 計画住宅及び土地の所有者 

 

持分記入 

所有者 住  宅 土  地 

本  人 （  ）分の（  ） （  ）分の（  ） 

他所有者 

（       ） 
（  ）分の（  ）   （  ）分の（  ）   

 他所有者 

（       ） 
（  ）分の（  ）   （  ）分の（  ）   

 

６ 計画住宅の構造          造り       階建て 

７ 計画住宅の延べ床面積                   ㎡ 

  （内、申請者世帯の居住用部分の延べ床面積         ㎡） 

８ 計画住宅及び土地の取得価格                円 

  （内、申請者世帯の居住用部分の取得費           円） 

９ 施工業者又は購入先  業者名                  

             住 所                  

１０ 完成(取得)予定日      年  月  日 

 １１ 添付書類 

(１) 収支予算書（様式第２号） 

(２) 図面（位置図、配置図、各階平面図及び立面図） 

(３) 工事請負契約書又は売買契約書の写し 

(４) 契約金額の内訳が分かるもの 

(５) 建築基準法第６条第１項に基づく建築に係る確認済証の写し又は建築工

事届の提出が分かるものの写し（新築住宅又は建売住宅に限る。） 

(６) 戸籍謄本 

(７) 定住誓約書兼同意書（様式第３号） 

(８) その他市長が必要と認める書類 



様式第２号（第６条関係） 

 

収支予算書 

 

 

支出予算額内訳 

科目 予算額（円） 備   考 

【支出】 

住宅取得費 

 ・建物本体 

  

 ・土地  

 ・付属施設等  

合  計  

【資金内訳】 

 ・自己資金 

  

 ・住宅ローン  

 ・補助金  

 ・その他  

  合  計  

※住宅取得費は、契約金額と合わせてください。 

※補助金はマイホーム補助金以外の補助金利用がある場合記入してください。 





様式第３号(第６条関係) 

年  月  日 

北杜市長      様 

定住誓約書兼同意書 

１ 誓約事項 

 私は、北杜市に生活の本拠を置き、申請住宅に定住すること及び当該申請住宅が存する

行政区への加入又は地域の活性化の推進に協力することを誓約します。 

 また、私は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員ではないことを宣誓します。 

２ 同意事項 

(１) 私は、北杜市子育て応援マイホーム補助金の事前審査及び事後の状況確認のため、

北杜市の担当課の職員が次のことについて調査することに同意します。 

ア 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づき、本市が備える住民基本台

帳の記録を確認すること。 

イ 北杜市が保有する市税、市債務その他の徴収金の課税状況及び納付状況を確認す

ること。 

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団又は同法第２条第６号に規定する暴力団員であるか否か

について山梨県警察本部に照会すること。 

 (２) 私は、北杜市子育て応援マイホーム補助金の次の交付の条件を確認し、違反した

場合は、返還請求の対象となることに同意します。 

ア 補助金交付後１０年以内に、交付対象住宅を取り壊し、売却、譲渡又は他の者に

賃貸しないこと。 

イ 補助金交付後１０年以内に、交付対象土地を売却、譲渡又は他の者に賃貸しない

こと。 

  ウ 補助金交付後１０年以内に市外へ転出しないこと。 

３ 署名欄 

 (１) 誓約及び要件確認が必要となる全ての者が、１誓約事項及び２同意事項の内容を

理解した上で各々自署してください。 

 (２) 世帯員が未成年者の場合は、氏名（自署）欄に該当する未成年者氏名を記入した

上で、法定代理人氏名欄に法定代理人が自署してください。 

氏名（自署） 
法定代理人氏名 

氏名 続柄 生年月日 年齢 

     

     

     

     

     

     

 





 

様式第１号（第６条関係） 

 

北杜市子育て応援マイホーム計画書 

 

年  月  日 

 

北杜市長      様 

 

                   申請者 郵便番号 

                       住 所 

                       氏名（自署） 

                       電話番号 

 

下記のとおり補助金交付に係る事前審査を受けたいので、北杜市子育て応援マイ

ホーム補助金交付要綱第６条の規定により、関係書類を添えて提出します。 

 

記 

 

１ 補助金交付申請額                 円 

２ 計画住宅の所在  北杜市                    

３ 計画住宅の種別 ※該当するものに○を付けてください。 

（ 新築 ・ 建売 ・ 中古） 

４ 計画住宅の用途 ※該当するものに○を付け、確認事項を記入してください。 

（ 専用住宅 ・ 併用住宅 ・ ２世帯住宅 ） 

確認事項記入 併用住宅 専用住宅以外の用途（         ） 

２世帯住宅 申請者との関係 （         ） 

その他  

 

 

記入例 

提出日を記入 

新築・建売の場合は最大 150 万円 

中古の場合は最大 100 万円 



５ 計画住宅及び土地の所有者 

 

持分記入 

所有者 住  宅 土  地 

本  人 （  ）分の（  ） （  ）分の（  ） 

他所有者 

（       ） 
（  ）分の（  ）   （  ）分の（  ）   

 他所有者 

（       ） 
（  ）分の（  ）   （  ）分の（  ）   

 

６ 計画住宅の構造          造り       階建て 

７ 計画住宅の延べ床面積                   ㎡ 

  （内、申請者世帯の居住用部分の延べ床面積         ㎡） 

８ 計画住宅及び土地の取得価格                円 

  （内、申請者世帯の居住用部分の取得費           円） 

９ 施工業者又は購入先  業者名                  

             住 所                  

１０ 完成(取得)予定日      年  月  日 

 １１ 添付書類 

(１) 収支予算書（様式第２号） 

(２) 図面（位置図、配置図、各階平面図及び立面図） 

(３) 工事請負契約書又は売買契約書の写し 

(４) 契約金額の内訳が分かるもの 

(５) 建築基準法第６条第１項に基づく建築に係る確認済証の写し又は建築工

事届の提出が分かるものの写し（新築住宅又は建売住宅に限る。） 

(６) 戸籍謄本 

(７) 定住誓約書兼同意書（様式第３号） 

(８) その他市長が必要と認める書類 

契約書の金額 

新築・建売の場合は、 

「請負業者所在地」と「請負業者名」 

中古物件を売買した場合は、 

「売主住所」と「売主氏名」 



様式第２号（第６条関係） 

 

収支予算書 

 

 

支出予算額内訳 

科目 予算額（円） 備   考 

【支出】 

住宅取得費 

 ・建物本体 

  

 ・土地  

 ・付属施設等  

合  計  

【資金内訳】 

 ・自己資金 

  

 ・住宅ローン  

 ・補助金  

 ・その他  

  合  計  

※住宅取得費は、契約金額と合わせてください。 

※補助金はマイホーム補助金以外の補助金利用がある場合記入してください。 

契約書に記載のある金額をご記入ください 

「土地」「付属施設等」については、該当（取得）

が無い場合や、建物本体と別契約としていて事

業計画に計上していない場合には記入の必要は

ありません。 

上記の【支出】額を、どのように捻出した

かを記入。【支出】と【資金内訳】の合計額

は同額となります。 

記入例 
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北杜市子育て応援マイ ホーム 補助金交付要綱 

平成２ ７ 年１ ０ 月１ 日 

告示第６ ９ 号 

（ 趣旨）  

第１ 条 こ の告示は、 北杜市総合計画において進める 子育て世帯及び若者世帯の移

住定住人口の増加を 図る ため、 こ れから 北杜市内（ 以下「 市内」 と いう 。 ） に、

住宅を 新築又は購入する 子育て世帯及び若者世帯に対し て、 予算の範囲内におい

て、 北杜市補助金等交付規則（ 平成１ ６ 年北杜市規則第５ １ 号） 及びこ の告示に

基づき 補助金を 交付する こ と に関し 、 必要な事項を 定める も のと する 。  

（ 定義）  

第２ 条 こ の告示において、 次の各号に掲げる 用語の意義は、 それぞれ当該各号に

定める と こ ろ によ る 。  

( １ )  定住 １ ０ 年以上住むこ と を 前提に市内に住民登録を 行い、 かつ、 生活の

実態がある こ と を いう 。  

( ２ )  住宅 市内において建築さ れた１ 戸建てであっ て、 専ら 居住の用に供する

家屋（ 賃貸を 目的と し た家屋（ 以下「 賃貸住宅」 と いう 。 ） 及び別荘を 除く 。 ）

でト イ レ 、 台所及び浴室を 備えており 、 居住用の床面積が５ ０ 平方メ ート ル以

上である も のを いう 。  

( ３ )  併用住宅 店舗等の業務用部分が、 居住用部分と 結合し ている 住宅（ 賃貸

住宅を 除く 。 ） を いう 。  

( ４ )  ２ 世帯住宅 １ つの住宅内で２ 以上の世帯が生活する 住宅を いう 。  

( ５ )  新築住宅 自ら の居住に用いる ために新たに建築し た住宅を いう 。  

( ６ )  建売住宅 販売を 目的に新たに建築さ れた住宅を いう 。  

( ７ )  中古住宅 過去に居住の用に供さ れたこ と のある 住宅を いう 。 ただし 、 子

育て応援マイ ホーム 補助金（ 以下「 補助金」 と いう 。 ） の交付を 受ける こ と が

でき る 者（ 以下「 補助対象者」 と いう 。 ） 又はその配偶者の２ 親等以内の親族

が居住し ていた住宅を 除く 。  

( ８ )  同居 住民基本台帳において同一世帯内に記載さ れ、 かつ、 同一の生活費

を 共用し ている 者と 同一の住宅内で居住する こ と を いう 。  
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( ９ )   子育て世帯 １ ５ 歳未満（ １ ５ 歳に到達し た日以後最初の３ 月３ １ 日ま で

の間にある 子を 含む。 以下同じ 。 ） の子と その父又は母が同居し ている 世帯を

いう 。 ただし 、 １ ５ 歳未満の子の父母が婚姻し ている 場合は、 父母のいずれも

同居し ている 世帯でなければなら ない。  

( １ ０ )   若者世帯 子を 産み育てる 予定の婚姻し 、 かつ、 同居し ている 夫婦で、

夫妻のいずれも ３ ９ 歳以下の世帯を いう 。  

( １ １ )  行政区 北杜市行政区長設置条例（ 平成１ ６ 年北杜市条例第８ 号） 第２

条第１ 項で定める 行政区を いう 。  

（ 補助対象者）  

第３ 条 補助対象者は、 申請日において、 次のいずれかに該当する も のと する 。  

( １ )  市内に住所を 有する 若し く は市内に定住する 意志を も っ て転入する 予定で

ある 子育て世帯の父又は母 

( ２ )  市内に住所を 有する 若し く は市内に定住する 意志を も っ て転入する 予定で

ある 若者世帯の夫又は妻 

２  補助対象者の世帯は、 申請日において、 次のいずれにも 該当する も のと する 。  

( １ )   申請する 住宅に定住する 意思を 有する 世帯 

( ２ )   申請する 住宅の存する 行政区に加入する 又は地域の活性化の推進に協力

する 意志を 有する 世帯 

( ３ )   市税、 市債務その他徴収金を 滞納し ていない世帯 

( ４ )   こ の告示によ る 補助金の交付を 受けたこ と がある 者がいない世帯 

( ５ )   北杜市空き 家バン ク 登録物件リ フ ォ ーム 費等補助金交付要綱（ 平成２ ７ 年

北杜市告示第７ ０ 号） 又は北杜市地域おこ し 協力隊空き 家改修事業補助金交付

要綱（ 令和６ 年北杜市告示第１ ０ 号） に係る 補助を 受けた者がいない世帯 

( ６ )   暴力団員によ る 不当な行為の防止等に関する 法律（ 平成３ 年法律第７ ７

号） 第２ 条第６ 号に規定する 暴力団員がいない世帯 

（ 補助対象経費等）  

第４ 条 補助金の交付対象と なる 経費は、 市内で建築若し く は購入する 新築住宅、

建売住宅若し く は中古住宅（ 以下「 交付対象住宅」 と いう 。 ） の建築費又は購入

費（ 以下「 建築費等」 と いう 。 ） 及び当該住宅に係る 土地（ 以下「 交付対象土地」
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と いう 。 ） の購入費から 次に掲げる 経費を 控除し た額（ 以下「 補助対象経費」 と

いう 。 ） と する 。  

( １ )   北杜市戸別浄化槽設置費補助金交付要綱（ 平成１ ８ 年北杜市告示第３ ０

号） 第４ 条に規定する 補助金の対象と なる 経費 

( ２ )   北杜市再生可能エネルギー設備設置費補助金交付要綱（ 平成２ ９ 年北杜市

告示第２ ３ 号） 別表第１ に掲げる 補助対象機器の設置費 

２  建築費等については、 交付対象住宅のう ち補助対象者の居住用部分のみ対象と

する 。 ただし 、 併用住宅又は２ 世帯住宅において、 居住用部分の建築費等が明確

になら ないと き は、居住用部分の面積を 延べ床面積で除し た割合によ り 算出する 。 

３  交付対象住宅については、 不動産登記において補助対象者が所有権を 有する 住

宅又は共有財産であっ て補助対象者が２ 分の１ 以上の持分を有する 住宅と する 。  

４  交付対象土地については、 交付対象住宅の所在地番のみ対象と し 、 不動産登記

において補助対象者が所有権を 有する 土地又は共有財産であっ て補助対象者が２

分の１ 以上の持分を 有する 土地と する 。  

５  前各項の規定にかかわら ず、 国若し く は地方公共団体から 補償を 受けて、 住宅

を 建築若し く は購入する 場合又は住宅の建築若し く は購入をせず、 土地のみを 購

入する 場合は、 補助対象と し ない。  

（ 補助金の額等）  

第５ 条 補助金の額は、 補助対象経費の１ ０ 分の１ の額と し 、 千円未満の端数が生

じ たと き は、 こ れを 切り 捨てた額と する 。  

２  １ ５ 歳未満の子がいる 場合は、 前項で規定する 補助金の額に子１ 人当たり １ ０

万円を 加算する も のと する 。  

３  補助金の上限額は、 新築住宅又は建売住宅の場合は、 １ ５ ０ 万円と し 、 中古住

宅の場合は、 １ ０ ０ 万円と する 。  

（ 事業計画書）  

第６ 条 補助金の交付を 受けよ う と する 補助対象者（ 以下「 申請者」 と いう 。 ） は、

北杜市子育て応援マイ ホーム 計画書（ 様式第１ 号。 以下「 計画書」 と いう 。 ） に、

次に掲げる 書類を 添えて、 市長に提出し なければなら ない。  

( １ )  収支予算書（ 様式第２ 号）  
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( ２ )  図面（ 位置図、 配置図、 各階平面図及び立面図）  

( ３ )  工事請負契約書又は売買契約書の写し  

( ４ )  契約金額の内訳が分かる も の 

( ５ )  建築基準法（ 昭和２ ５ 年法律第２ ０ １ 号） 第６ 条第１ 項に基づく 建築に係

る 確認済証の写し 又は建築工事届の提出が分かる も のの写し （ 新築住宅又は建

売住宅に限る 。 ）  

( ６ )  戸籍謄本 

( ７ )  定住誓約書兼同意書（ 様式第３ 号）  

( ８ )  その他市長が必要と 認める も の 

２  前項に規定する 計画書の提出は、次に掲げる 期限内に提出し なければなら ない。 

( １ )  新築住宅及び土地 工事請負契約及び売買契約締結後１ 年以内（ その日が

北杜市の休日を 定める 条例（ 平成１ ６ 年北杜市条例第２ 号） に規定する 休日（ 以

下「 休日」 と いう 。 ） である 場合は、 その前日と する 。 ） 又は令和９ 年１ ２ 月

２ ０ 日のいずれか早い日ま で 

( ２ )  建売住宅・ 中古住宅及び土地 売買契約締結後１ 年以内（ その日が休日で

ある 場合は、 その前日と する 。 ） 又は令和９ 年１ ２ 月２ ０ 日のいずれか早い日

ま で 

（ 計画承認等）  

第７ 条 市長は、 前条の規定によ り 計画書の提出があっ たと き は、 速やかに関係書

類等を 審査し 、 補助対象と し て適当と 認めたと き は、 北杜市子育て応援マイ ホー

ム計画承認書（ 様式第４ 号。 以下「 承認書」 と いう 。 ） によ り 申請者に通知する

も のと する 。  

２  市長は、 前項の規定によ る 通知に、 次に掲げる 条件を 付すこ と ができ る 。  

( １ )  補助金交付後１ ０ 年以内に、 交付対象住宅を 取り 壊し 、 売却、 譲渡又は他

の者に賃貸し ないこ と 。  

( ２ )  補助金交付後１ ０ 年以内に、 交付対象土地を 売却、 譲渡又は他の者に賃貸

し ないこ と 。  

( ３ )  補助金交付後１ ０ 年以内に北杜市外（ 以下「 市外」 と いう 。 ） へ転出し な

いこ と 。  
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( ４ )  交付対象住宅の取得後３ 箇月以内又は令和１ ０ 年１ ２ 月２ ０ 日のいずれか

早い日ま でに当該住宅へ居住し 、 補助金交付申請を 行う こ と 。 ただし 、 市長が

特に必要がある と 認めたと き は、 こ の限り でない。  

( ５ )  その他市長が必要と 認める 事項 

（ 変更等の承認）  

第８ 条 前条第１ 項の規定によ り 計画の承認を 受けた申請者（ 以下「 計画承認者」

と いう 。 ） は、 計画の内容等を 変更し 、 中止し 、 又は廃止し よ う と する と き は、

北杜市子育て応援マイ ホーム 計画変更（ 中止・ 廃止） 書（ 様式第５ 号。 以下「 変

更書」 と いう 。 ） を 市長に提出し 、 その承認を 受けなければなら ない。 ただし 、

交付予定額に変更が生じ ない軽微な変更についてはこ の限り でない。  

２  市長は、 前項の規定によ り 変更書の提出があ っ たと き は、 速やかに承認の可否

を 決定し 、 北杜市子育て応援マイ ホーム計画変更承認書（ 様式第６ 号。 以下「 変

更承認書」 と いう 。 ） によ り 計画承認者に通知する も のと する 。  

３  市長は、 前項に規定する 通知に条件を 付すこ と ができ る 。  

（ 交付申請）  

第９ 条 計画承認者は、 交付対象住宅の取得後３ 箇月以内又は令和１ ０ 年１ ２ 月２

０ 日のいずれか早い日ま でに当該住宅に居住し 、 北杜市子育て応援マイ ホーム 補

助金交付申請書（ 様式第７ 号。 以下「 申請書」 と いう 。 ） に次に掲げる 書類を 添

えて、 市長に提出し なければなら ない。 ただし 、 市長が特に必要がある と 認めた

と き は、 こ の限り でない。  

( １ )  承認書及び変更承認書の写し  

( ２ )  収支決算見込み書（ 様式第８ 号）  

( ３ )  工事請負代金又は売買代金の支払いが確認でき る 書類の写し  

( ４ )   交付対象住宅の土地及び建物に関する 不動産登記法（ 平成１ ６ 年法律第１

２ ３ 号） 第１ １ ９ 条の規定によ る 登記事項証明書 

( ５ )  写真（ 着工前、 工事中及び完成）  

( ６ )   建築基準法第７ 条第５ 項の規定によ る 検査済証の写し（ 新築住宅又は建売

住宅において、 同法第６ 条第１ 項の規定に基づき 届出を 行っ た住宅に限る 。 ）  

( ７ )  世帯全員の市税、 市債務その他徴収金の滞納がないこ と が確認でき る 書類 
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( ８ )  その他市長が必要と 認める 書類 

（ 交付決定等）  

第１ ０ 条 市長は、 前条に規定する 申請書を 受けたと き は、 その内容を 審査し 、 補

助金を 交付すべき も のと 認める と き は、 補助金の額を 決定し 、 速やかに北杜市子

育て応援マイ ホーム 補助金交付決定通知書（ 様式第９ 号。 以下「 交付決定通知書」

と いう 。 ） によ り 計画承認者に通知する も のと する 。  

２  市長は、 前項の規定によ る 交付決定通知書に、 次に掲げる 条件を 付すこ と がで

き る 。  

( １ )  補助金交付後１ ０ 年以内に、 交付対象住宅を 取り 壊し 、 売却、 譲渡又は他

の者に賃貸し ないこ と 。  

( ２ )   補助金交付後１ ０ 年以内に、 交付対象土地を 売却、 譲渡又は他の者に賃貸

し ないこ と 。  

( ３ )  補助金交付後１ ０ 年以内に市外へ転出し ないこ と 。  

( ４ )  その他市長が必要と 認める 事項 

３  第１ 項の規定によ る 交付決定通知書を 受けた計画承認者（ 以下「 交付決定者」

と いう 。 ） が補助金の交付を 請求し よ う と する と き は、 速やかに北杜市子育て応

援マイ ホーム 補助金交付請求書（ 様式第１ ０ 号。 以下「 請求書」 と いう 。 ） を 市

長に提出し なければなら ない。  

４  市長は、 前項の規定によ る 請求書によ り 、 補助金を 交付する も のと する 。  

（ 補助金の返還等）  

第１ １ 条 市長は、 交付決定者が、 第７ 条第２ 項若し く は前条第２ 項の条件に違反

し たと き 又は虚偽その他不正な行為によ り 補助金の交付を 受けたと き は、 補助金

の決定を 取り 消すこ と ができ る 。  

２  市長は、 前項の規定によ り 補助金の決定を 取り 消し た場合は、 北杜市子育て応

援マイ ホーム 補助金交付決定取消通知書（ 様式第１ １ 号） によ り 交付決定者に通

知する も のと する 。  

３  市長は、 第１ 項の規定によ り 補助金の決定を 取り 消し た場合で、 既に補助金が

交付さ れている と き は、 交付決定者に対し て北杜市子育て応援マイ ホーム 補助金

返還命令書（ 様式第１ ２ 号） によ り 期限を 定めて、その返還を 命ずる も のと する 。  
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（ 住宅の管理）  

第１ ２ 条 補助金の交付を 受け、 取得し た住宅は、 補助金交付後においても 善良な

管理者の注意を も っ て管理する と と も に、 その効果的な運用を 図ら なければなら

ない。  

（ 報告及び調査）  

第１ ３ 条 市長は、 必要がある と 認める と き は、 補助対象者、 計画承認者又は交付

決定者に対し 報告を 求め、 又は関係職員を 派遣し て関係書類を 調査さ せる こ と が

でき る 。  

（ その他）  

第１ ４ 条 こ の告示に定める も ののほか、 必要な事項は、 市長が別に定める 。  

附 則 

（ 施行期日）  

１  こ の告示は、 平成２ ７ 年１ ０ 月１ 日から 施行し 、 平成２ ７ 年４ 月１ 日から 適用

する 。  

（ こ の告示の失効）  

２  こ の告示は、 令和１ ０ 年３ 月３ １ 日限り 、 その効力を 失う 。 ただし 、 こ の告示

に基づき 計画の承認がなさ れた補助金については、 こ の告示は、 こ の告示の失効

後も 、 なおその効力を 有する 。  

附 則（ 令和元年５ 月２ ０ 日告示第１ ０ 号）  

こ の告示は、 公布の日から 施行する 。  

附 則（ 令和元年１ ２ 月６ 日告示第６ ６ 号）  

（ 施行期日）  

１  こ の告示は、 公布の日から 施行する 。  

（ 経過措置）  

２  こ の告示の施行の際、 こ の告示によ る 改正前の北杜市子育て世代マイ ホーム 補

助金交付要綱の様式によ る 用紙で、 現に残存する も のは、 当分の間、 所要の修正

を 加え、 なお使用する こ と ができ る 。  

附 則（ 令和４ 年２ 月１ ８ 日告示第７ 号）  

（ 施行期日）  
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１  こ の告示は、 令和４ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

（ 経過措置）  

２  こ の告示の施行の際、 現に改正前のそれぞれの告示の様式の規定によ り 作成さ

れている 用紙は、改正後のそれぞれの告示の様式の規定にかかわら ず、当分の間、

使用する こ と ができ る 。  

附 則（ 令和４ 年３ 月３ ０ 日告示第５ ０ 号）  

こ の告示は、公布の日から 施行する 。ただし 、第４ 条に１ 項を 加える 改正規定は、

令和４ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

附 則（ 令和６ 年３ 月２ ２ 日告示第１ ０ 号） 抄 

（ 施行期日）  

１  こ の告示は、 令和６ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

附 則（ 令和７ 年３ 月１ ９ 日告示第３ ７ 号） 抄 

（ 施行期日）  

１  こ の告示は、 令和７ 年４ 月１ 日から 施行する 。  


